
衛生委員会議事録 
 

開催日：2024 年 6 月 4 日（火） 13:00～13:25    

 

 報告事項 状況詳細と対策計画について 

労

働

災

害 

通勤災害発生件数：0 件 

業務災害発生件数：0 件 

特になし 

過

重

労

働 

時間外労働/月平均 10.4 時間 

時間外労働/月 100 時間以上該当者数：0 人  

時間外労働/月 80 時間以上該当者数：0 人  

時間外労働/月 45 時間以上該当者数：1 人  

 

特になし 

職

場

巡

視 

指摘事項：放牧場の柵の破損個所あり 

園内 MAP の破損個所あり 

第 2 駐車場のグレーチング箇所点検 

破損個所の取り換え 

後日縮小版を貼り付け実施 

目印を設置 

そ

の

他 

定期健康診断：5/29 実施 

ストレスチェック：7/16~7/19 実施予定 

 

従業員の車による以下の報告あり（け

がなどなし） 

・バックの際に立ち木にぶつかった 

・職員の車にぶつかった 

・荷物が車の窓ガラスに当たり割れる

事象があった 

※ 注意喚起をしていく 

衛 

生

講

話 

 

 

 

 

 

【テーマ：歯と口の健康】 

 

超少子高齢社会を迎えた日本では、健康づくりの一環として口腔内の健康管理を含

めた「フレイル予防」を推進している。高齢になっても自分の歯が多く残っている

人は、健康寿命が長く、要介護状態になる期間が短いといわれている。 

 

労働安全衛生法では、有害業務に従事する労働者に対して「歯科医師による健康診

断」が義務付けられており、労働者の数にかかわらず事業主は歯科健康診断の結果

を国へ報告しなくてはならない。 

高齢者雇用安定法の改正により、対象事業主には 70 歳までの就業機会の確保が努力

義務とされた。従業員が長く健康に働き続けられるよう、企業としてこれまで以上

に従業員の心身の健康管理に努める必要がある。 
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口腔内の健康管理でとくに注意したいのは、むし歯と歯周病の発生である。 

・むし歯は、口腔内の細菌が糖分をエサに酸を作り出し、歯を溶かすことによって

発生する。進行すると大掛かりな治療が必要になって治療期間が長引いたり、全身

に細菌がまわって心内膜炎などの原因になったりすることがある。 

・歯周病は、口腔内の悪玉細菌（歯周病菌）が出す毒素によって起こる。歯茎の腫

れや出血といった症状を引き起こすだけではなく、心筋梗塞や糖尿病などの病気と

も関連があることがわかっている。 

 

歯と口の健康を守る方法として、日常的に自分で行う「セルフケア」と、定期的に

歯科医師などが行う「プロフェッショナルケア」がある。正しい口腔ケアで口の中

を清潔に保ち、生活習慣を整えて歯や歯茎を健康に保つことが大切である。 

 

口腔内の健康を守るために企業ができることとして、「社内ポスターで歯磨きや歯

科健診を促す」「地域の歯科医師会などが主催する出前講座を活用する」といった

取り組み例が挙げられる。 

 

歯と口の健康を守ることは、全身のさまざまな病気を予防し、心身を健康に保つこ

とにつながる。 

「歯が痛い」「歯茎から出血する」といった自覚症状がない場合でも、年 1～2 回程

度は歯科医院で歯磨き指導や歯科健診を受けるとよい。 

 

次回開催日：2024 年 7 月 2 日（火） 13:00～ 予定 

議事録作成者： 産業看護職 関 
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衛生委員会議事録 
 

開催日：2024 年 7 月 2 日（火）13:00～13:22 

 

 報告事項 状況詳細と対策計画について 

労

働

災

害 

通勤災害発生件数：0 件 

業務災害発生件数：0 件 

特になし 

過

重

労

働 

時間外労働/月平均：8.5 時間 

時間外労働/月 100 時間以上該当者数：0 人 

時間外労働/月 80 時間以上該当者数：0 人 

時間外労働/月 45 間以上該当者数：2 人 

特になし 

職

場

巡

視 

A 重油給油箇所・プロパンガス設置箇所の点検 

園内注意・禁止事項看板設置状況の点検 

 

園内看板設置箇所の破損状況の点検 

床面配線箇所清掃状況の点検 

故障箇所なし 

ペット入園禁止などの看板を 6/25

に設置 

センター前 SL バス看板一部破損の

ため、修理 

剥き出しの配線にモールを設置 

そ

の

他 

定期健康診断：5/29 実施 

ストレスチェック：7/16～7/19 実施予定 

 

特になし 

衛

生

講

話 

下記について委員会内で確認を行った。 

全従業員にも周知することにより、社内の安全衛生向上に努める。 

【テーマ】：定期健康診断などの結果の見方について 

・健康診断を実施する意味 

労働安全衛生法では、事業者が労働者に健康診断を実施する義務があり、労働者側に

は健康診断を受ける義務があると規定されている。 

健康診断はただ受けるだけではなく、結果を確認した上で自身の健康管理に役立てて

いくことが大切である。 

 

・基準値について 

健康診断の基準値は検査機関によって異なる場合があるが、健康な人の検査結果や有

病率などをもとに定められている。 

まずは、健康診断の結果票に記載されている基準値と自分の検査結果を比較し、「基

準値の範囲内にあるかどうか」「再検査や精密検査、医師の診察が必要な項目はある
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か」を確認することが大切である。 

 

・各検査の意味について 

一般健康診断で検査されることが多い項目には、下記のようなものがある。 

■血圧：塩分の摂りすぎや肥満、腎臓や甲状腺の病気などにより上昇する。生活習慣

病との関連が深く、心筋梗塞や脳梗塞などの原因にもなる。 

■貧血検査：赤血球やヘモグロビン値などを調べることにより、貧血や多血症などの

異常がないかどうかを検査する。とくに女性の場合は、生理や妊娠で貧血になりやす

く、食事から鉄分を摂取するよう意識することが大切である。 

■肝機能検査：GOT（A S T）や G P T（ALT）、γ-GTP（γ-G P）を測定して、

主に肝臓や胆のうの異常を調べる。肝炎や脂肪肝、胆のう炎などにより数値が上昇す

るが、過度な飲酒や脂肪分の多い食事が原因になることもある。 

■脂質検査：HDL コレステロールや LDL コレステロール、中性脂肪を測定し、脂質

代謝異常の有無などを検査する。食生活の乱れや運動不足が原因で、基準値を逸脱す

る場合がある。 

■血糖検査：空腹時血糖値や HbA1c を測定し、糖尿病やホルモン異常、膵臓の異常

などを調べる。糖尿病の診断基準としても用いられる検査である。 

■尿検査：健康な人の尿の中には、糖や蛋白は存在しない。しかし、糖尿病や腎臓

病、尿路感染症などがあると、尿中に糖や蛋白が漏れ出てくることがある。 

検査日の体調や採尿のタイミングによって検査結果が変わることもある。 

 

健康診断を上手に活用すれば、病気の予防や早期発見につなげることができる。 

生活習慣を見直すきっかけにもなるため、健診結果が返却されたら、まずはすべての

結果を確認することが大切である。 

また、再検査や精密検査、受診が必要と判断された場合には、自己判断せずに医師へ

相談する必要がある。 

 

次回開催日： 2024 年 8 月 6 日（火）13:00～ 予定 

議事録作成者： 産業看護職 関 
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衛生委員会議事録 
 

開催日：2024 年 8 月 6 日（火） 13:00～13:25    

 

 報告事項 状況詳細と対策計画について 

労

働

災

害 

通勤災害発生件数： 0 件 

業務災害発生件数： 0 件 

※下請けの方が蜂に刺された事象あり 

→ハチの巣を除去された 

過

重

労

働 

時間外労働/月平均：8.38 時間 

時間外労働/月 100 時間以上該当者数：0 人  

時間外労働/月 80 時間以上該当者数：0 人  

時間外労働/月 42 時間以上該当者数：0 人  

 

 

職

場

巡

視 

センター事務所：外勤スタッフへの熱中症対

策、床面のコード配線確認  

センター外回り：危険箇所、屋根の確認 

交流館：外壁外回りの危険個所点検、テーブ

ル・ベンチの移動 

さとのかけ橋：道路陥没箇所の補修の確認 

ふれあい牧場、炊事広場：ハチの巣除去の確認 

熱中症対策タブレットを出退勤場所に配布 

コード配線をモールで覆い完了 

屋根のめくれ箇所あり 

特になし 

 

修復済み 

撤去済み 

そ

の

他 

定期健康診断：9 月 26 日実施予定 

ストレスチェック：2024.7 実施済み 

 

衛 

生

講

話 

 

 

 

 

 

テーマ： テーマ：救急医療のかかり方  

多くの人が集まり長い時間を過ごす職場では、ケガや体調不良によって緊急対応が必要となる

場合があるため、日頃から救急時に備えて準備しておくことが大切である。 

 

・日本の救急医療体制は、傷病者の状態に適した治療がいつでも受けられるよう、３つの段階

に分かれている。しかし、「高齢者数の増加に伴って救急搬送者数が増えている」「仕事など

で日中受診できない人が救急外来を利用するケースがある」といった課題を抱えており、救急

車や救急外来を適正に利用することが求められている。 

 

・社内で急病人が出た場合、下記のような様子があったらすぐに 119 番通報をする。 

■意識がない、ぐったりしていて呼びかけに反応がない 

■突然の激しい頭痛や胸の痛み、呼吸困難感がある 

■呂律が回らない、顔の半分が動きにくい、手足が痺れて力が入らない 

■物をのどに詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない 

■大量の出血を伴うケガや、広範囲のやけど 
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119 番通報をするときには、指令員の質問に落ち着いて答えることが大切である。 

 

・救急隊員が到着するまでには10分以上かかることもあるため、状況に応じて心肺蘇生等の応

急処置を行う必要がある。下記を参考にして、日頃から救急時に備えておくと安心である。 

□救急箱の設置場所を知っているか？救急箱の中身や使用方法がわかるか？ 

□119 番通報の手順はわかるか？職場の電話や社用携帯からすぐに 119 に繋がるか？ 

□職場の住所や電話番号、目印になる建物がすぐに言えるか？ 

□職場近くに救急車を停められそうなスペースがあるか？ストレッチャーが安全に侵入できる

経路はどこか？ 

□心肺蘇生の方法はわかるか？AED の設置場所や使用方法はわかるか？ 

□会社近辺にクリニックや総合病院など、いざというときに受診できる医療機関はあるか？ 

 

従業員の安全を守るため、日頃から救急時の対応について社内で共有しておくとともに、受診

が必要な従業員に対しては、日中に外来受診できるよう業務調整に協力するのが望ましい。 

 

 

次回開催日：2024 年 9 月 3 日（火） 13:00～予定 

議事録作成者： 産業看護職 関 
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衛生委員会議事録 
 

開催日：2024 年 9 月 3 日（火）13:00～13:25 

 

 報告事項 状況詳細と対策計画について 

労

働

災

害 

通勤災害発生件数：0 件 

業務災害発生件数：0 件 

特になし 

過

重

労

働 

時間外労働/月平均：9.52 時間 

時間外労働/月 100 時間以上該当者数：0 人 

時間外労働/月 80 時間以上該当者数：0 人 

時間外労働/月 45 間以上該当者数：0 人 

特になし 

職

場

巡

視 

ふれあい牧場、炊事広場：ハチの巣の駆除 

センター視聴覚室：机・椅子の破損状況確

認、物品保管場所の整理 

炊事広場付近： 樹木の剪定 

センターテラス：ハチの駆除 

撤去済み 

破損なし 

 

他の樹木についても確認した 

ハチが軒下にいて撤去不可能 

テラスを閉鎖した 

そ

の

他 

定期健康診断：9 月 26 日実施予定 

ストレスチェック：2024.7 月実施済み 

 

特になし 

衛

生

講

話 

下記について委員会内で確認を行った。 

全従業員にも周知することにより、社内の安全衛生向上に努める。 

 

テーマ：メンタル不調の気づき方・接し方～傾聴のすすめ～ 

令和 3 年の労働安全衛生調査によると現在の仕事や職業生活に関することで、強

い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は 53.3％であ

る。ストレスを放置しメンタルヘルス不調になると、本来その人が持っていた業

務遂行能力を、十分発揮できなくなることに加え、一旦休業になった場合は長期

間になることも多く、疾病休業日数の大きな割合を占めることとなる。多くの企

業では長期休業者の 3～5 割がメンタルヘルス不調によると言われており、また、

メンタルヘルス不調に陥る人は、元々は仕事熱心であった人も多いため、企業に

とっては貴重な戦力を失うことになる。そのために、今回の衛生委員会では従業

員のメンタルヘルス不調への早期発見・早期対応に向けた社内での取り組みを検

討する一環として、傾聴に焦点を当て労使で情報を共有することとした。 
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